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○ 

郵
政
民
営
化
法
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号
） 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 
（
郵
便
貯
金
銀
行
の
業
務
の
制
限
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

法
第
百
十
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次

に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

六 

公
的
給
付
の
支
給
等
の
迅
速
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
の
預
貯
金
口

座
の
登
録
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
八
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
が

行
う
こ
と
が
で
き
る
事
務
に
係
る
業
務 

七 

預
貯
金
者
の
意
思
に
基
づ
く
個
人
番
号
の
利
用
に
よ
る
預
貯
金
口
座

の
管
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
九
号
）
第
十
二
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
が

行
う
こ
と
が
で
き
る
業
務 

 

（
郵
便
貯
金
銀
行
の
業
務
の
制
限
） 

第
三
条 

（
略
） 

２ 

法
第
百
十
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
業
務
は
、
次

に
掲
げ
る
業
務
と
す
る
。 

一
～
五 

（
略
） 

（
新
設
） 

 

 

 

（
新
設
） 

 

（
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
） 

第
二
十
二
条 

法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委

任
さ
れ
た
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
郵
便
貯
金
銀
行
又
は
郵
便

保
険
会
社
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福

岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局

（
財
務
局
長
等
へ
の
権
限
の
委
任
） 

第
二
十
二
条 

法
第
百
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委

任
さ
れ
た
権
限
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
郵
便
貯
金
銀
行
又
は
郵
便

保
険
会
社
の
本
店
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福

岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局



  

2 

長
）
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

法
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
四
十
五
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
資
料
の
提
出
の
求
め 

二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

長
）
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

一 

法
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
百
四
十
五
条
第
一
項

及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
又
は
資
料
の
提
出
の
命
令 

二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
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